
宗教法人等の墓地に関する手続きについて 

【令和７年度版】 

 
　宗教法人、公益法人、社会福祉法人が雲南市内で墓地を経営する場合において、墓地の

設置、区域変更、廃止を行う場合における手続きについて記載しています。 
　これらの手続きは、墓地、埋葬等に関する法律（以下、「法」という）のほか、雲南市

墓地等の設置及び経営の許可等に関する規則（以下、「規則」という）、雲南市墓地等の設

置及び経営の許可等に関する要綱（以下、「規則」という）に基づいています。 
　なお、地縁団体による墓地の経営、火葬場、納骨堂については、ここでは取り上げてい

ませんので、個別に市役所環境政策課へご相談ください。 
　また、個人が自己または親族のために墓地を設置する場合については、「個人墓地に関

する手続きについて」を参照してください。 
 
　以下、【新たに墓地を設置する場合】、【墓地の区域を変更する場合】、【墓地を廃止する

場合】、【造成工事等に関する手続き等】、【注意事項等】に分けて説明をしています。 
 

【新たに墓地を設置する場合】 

（１）　事前の協議（規則第 20条）　　　 
　　　（提出書類）事前協議書（要綱第 14条第１項）　 
　　　（添付書類）①　経営主体、計画面積、区画数、総事業費、収支予算書等を明記し 
　　　　　　　　　　た墓地等整備概要書 
　　　　　　　　　②　墓地等の周囲 200メートル以内の河川又は湖沼及び住宅等の状況 
　　　　　　　　　　を明らかにした図面 
　　　　　　　　　③　墓地等の区域の地籍図の写し 
　　　　　　　　　④　墓地等の区域の土地登記簿謄本 
　　　　　　　　　⑤　造成計画図及び施設の配置図 
　　　　　　　　　⑥　公益法人等の定款、寄附行為又は規約の写し及び法人登記簿謄本 
　　　　　　　　　⑦　その他市長が必要と認める書類 
　　　（注意事項）　市より事前協議結果通知書（要綱第 14条第 3項）を交付します。 
　　　　　　　　　この協議結果は 3年間有効です。3年を経過すると再度事前の協議が 
　　　　　　　　　必要です。 
　　　　　　　　　　墓地の構造上の基準は以下のとおりです。（規則第７条） 
　　　　　　　　　（ア）　墓地との境界を明らかにすること。 
　　　　　　　　　（イ）　排水設備は、土砂の流出を防止し、かつ雨水その他の地表水 



　　　　　　　　　　　　が停滞しない構造を有すること。 
　　　　　　　　　（ウ）　墓地との境界には、墓石が見通せない高さの障壁、密植した 
　　　　　　　　　　　　生け垣等を設けること。 
　　　　　　　　　（エ）　墓地内の通路は、幅員を８０センチメートル以上とし、かつ、 
　　　　　　　　　　　　砂利、敷石その他の適当な材料を用いてぬかるみとならないよ 
　　　　　　　　　　　　うにすること。 
　　　　　　　　　（オ）　墓地の管理上及び利用者の便宜上必要な便所、給水設備及び 
　　　　　　　　　　　　管理事務所等を設けること。ただし、墓地利用者が使用できる 
　　　　　　　　　　　　当該施設が近くにあり、宗教感情上及び公衆衛生上支障がない 
　　　　　　　　　　　　と市長が認める場合はこの限りではない。 
　　　　　　　　　（カ）　３，０００平方メートル以上の墓地については、下記の【墓 
　　　　　　　　　　　　地設置基準】を参照すること。 
　　　　　　　　　　　　【墓地設置基準】（要綱別表第 1） 

 

 墓地面積 基準

 3,000平方メ
ートル以上

10,000 平方
メートル未

満

１　全墓地面積に対する公園及び緑地面積の

割合（以下「緑地率」という。）は 10パーセ
ント以上とすること。 
２　幹線道路の幅員は 3 メートル以上とす
る。 
３　視線道路の幅員が１メートル以上とす

る。 
４　墓所の１区画の面積は３．３平方メート

ルとすること。ただし、通路の共有部分は含

まないものとする。

 10,000 平方
メートル以

上

１　緑地率１５パーセント以上とすること。 
２　墳墓に接続する通路の幅員は１メートル

を標準とすること。 
３　幹線道路の幅員は５メートル以上とし、

必要な個所には自動車の展開しうる広場を設

けること。 
４　支線道路の幅員は２メートル以上とする

こと。 
５　墓所の１区画の面積は４平方メートル以

上とすること。ただし、通路の共有部分は含

まないものとする。



（２）　経営許可申請（要綱第 8条） 
　　　（提出書類）　経営許可申請書（様式第１号） 
　　　（添付書類）①　墓地等の周囲 200メートル以内の河川又は湖沼及び住宅等の状況 
　　　　　　　　　　を明らかにした図面 
　　　　　　　　　②　墓地等の区域の地籍図の写し 
　　　　　　　　　③　墓地等の区域の土地登記簿謄本 
　　　　　　　　　④　造成計画図及び施設の配置図 
　　　　　　　　　⑤　墓地等の設置に関し、他の法令により許可、認可等を受け、又は 
　　　　　　　　　　手続きが必要な場合にあっては、当該処分を受け、又は当該手続き 
　　　　　　　　　　をしたことを証する書類 
　　　　　　　　　⑥　公益法人等の定款、寄附行為又は規約の写し及び法人登記簿謄本 
　　　　　　　　　⑦　墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続きを経たこ 
　　　　　　　　　　とを証する書類 
　　　　　　　　　⑧　墓地等の管理規定 
　　　　　　　　　⑨　事業計画書及び収支予算書 
　　　　　　　　　⑩　永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記し 
　　　　　　　　　　た書類 
　　　　　　　　　⑪　墓地のおおむね半径 100メートルの範囲内にある公園、学校、病 
　　　　　　　　　　院その他これらに類する施設又は人家の管理者及び世帯主等の承諾 
　　　　　　　　　　書 
　　　　　　　　　⑫　法人及び法人の代表者又は役員（いかなる名称によるかを問わず、 
　　　　　　　　　　これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）が、許可の 
　　　　　　　　　　申請日の前 3年以内に法第 20条から第 22条までの規定により処罰 
　　　　　　　　　　されたことがないことを証する書類 
（３）　工事の着手の届出（規則第 22条） 
　　　　　（提出書類）工事着手届出書（様式第 20号） 
（４）　造成工事標識の設置（規則第 24条） 
　　　　　（提出書類）墓地等造成工事標識（様式第 22号） 
（５）　工事の変更の届出（規則第 23条） 
　　　　　（提出書類）工事変更届出書（様式第 21号） 
　　　　　（添付書類）①　変更事項が確認できる書類及び図面 
　　　　　　　　　　　②　その他市長が必要と認める書類 
　　　　　（注意事項）　変更の日の３０日前までに市長に届け出ること。 
（６）　工事の施工状況の報告（要綱第 21条） 
　　　　　（注意事項）　次に掲げる工程に至った時は、資料を作成し、完成後に墓地等 
　　　　　　　　　　　工事完了届に添付して提出すること。 



　　　　　　　　　　　①　擁壁等の基礎の床掘り及び型枠の組み立てが完了したとき　 
　　　　　　　　　　　　寸法、形状及び位置 
　　　　　　　　　　　②　鉄筋コンクリート造の擁壁その他の構造物の配筋が完了した 
　　　　　　　　　　　　とき　寸法、形状及び位置 
　　　　　　　　　　　③　擁壁等の高さが計画高の２分の１に達したとき　壁体の厚さ 
　　　　　　　　　　　　又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設置した 
　　　　　　　　　　　　場合は透水層の厚さ 
　　　　　　　　　　　④　地下に埋設する集水管、暗渠、管渠等の設置後、土砂の埋め 
　　　　　　　　　　　　戻し直前になったとき　形状及び位置 
　　　　　　　　　　　⑤　前各号に掲げるもののほか、工事の完了後、外部から確認で 
　　　　　　　　　　　　きなくなる箇所の施行段階に達したとき　寸法、形状及び位置 
（７）　工事完了検査等（規則第 25条） 
　　　　（提出書類）墓地等工事完了届出書（様式第 23号） 
　　　　（注意事項）　工事が完了した日から１５日以内に届出を行うこと。 
　　　　　　　　　　　市において、検査を実施します。（事業者、経営者、現場責任者 
　　　　　　　　　　等の立ち合いが必要です。） 
　　　　　　　　　　　検査に合格しない場合は、墓地の使用はできません。 
　　　　　　　　　　　検査合格時には、工事完了検査済通知書により通知します。 
（５）　許可等の標識の設置（要綱第 12条） 
　　　　（注意事項）　規則第１６条により表示が義務付けられている。 
（６）　墓地等管理者届出書（要綱第 13条） 
　　　　（提出書類）墓地等管理者届出書（様式第 15号） 
　　　　（注意事項）　法第１２条により設置及び届出が義務付けられている。 
 

【墓地の区域を変更する場合】 

（１）　墓地区域等変更許可申請（要綱第 9条） 
　　　　（提出書類）　墓地区域等変更許可申請書（様式第 4号） 
　　　　（添付書類）　①　公益法人等の定款、寄附行為又は規約の写し及び法人登記簿 
　　　　　　　　　　　　謄本 
　　　　　　　　　　　②　墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続きを経 
　　　　　　　　　　　　たことを証する書類 
　　　　　　　　　　　③　墓地等の管理規定 
　　　　　　　　　　　④　事業計画書及び収支予算書 
　　　　　　　　　　　⑤　永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を 
　　　　　　　　　　　　記した書類 



　　　　　　　　　　　⑥　墓地のおおむね半径 100メートルの範囲内にある公園、学校、 
　　　　　　　　　　　　病院その他これらに類する施設又は人家の管理者及び世帯主等 
　　　　　　　　　　　　の承諾書 
　　　　　　　　　　　⑦　法人及び法人の代表者又は役員（いかなる名称によるかを問 
　　　　　　　　　　　　わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。） 
　　　　　　　　　　　　が、許可の申請日の前 3年以内に法第 20条から第 22条までの 
　　　　　　　　　　　　規定により処罰されたことがないことを証する書類 
　　　　　　　　　　　⑧　変更により墓地等でなくなる区域がある場合については、改 
　　　　　　　　　　　　葬計画書。ただし、当該区域を引き継いで法第１０条第１項又 
　　　　　　　　　　　　は第２項の許可を受けて経営するものがある場合を除く。 
　　　　　　　　　　　⑨　そのほか市長が必要と認める書類 
　　　　（注意事項）　（ア）　墓地を拡張する場合は、事前に相談をしてください。 
　　　　　　　　　　　　　　（拡張として変更申請で扱うのか、新規として経営の許可 
　　　　　　　　　　　　　　　とするのか判断します。） 
　　　　　　　　　　　（イ）　すでに許可を受けている面積に未利用地があって拡張す 
　　　　　　　　　　　　　　る場合、申請は必要ありません。 
 

【墓地を廃止する場合】 

（１）　墓地等廃止許可申請（要綱第 9条） 
　　　　（提出書類）　墓地等廃止許可申請書（様式第 5号） 
　　　　（添付書類）　①　墓地等の廃止に関して当該公益法人等の定款等に定められた 
　　　　　　　　　　　　所要の手続きを経たことを証する書類 
　　　　（注意事項）　基本的に経営許可を受けている墓地のすべてのお墓について改葬 
　　　　　　　　　　等の手続きが終了した場合に申請可能です。 
 

【造成工事等に関する手続き等】 

　墓地を工事する場合において造成行為を伴う場合は、以下の基準に従って、手続きが必

要です。 
○造成工事の基準 
＜墓地等の工事の基準＞（規則第６条） 
　造成行為に関する工事は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 
（１）　造成行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、擁壁の設置 
　　　等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。 
（２）　排水路その他の排水施設が、雨水その他の地表水を有効に排出するとともに、そ 



　　　の排出によって造成区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような 
　　　構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。 
（３）　工事中の災害防止その他安全確保について、必要な措置が講じられていること。 
 
＜工事の技術的細目＞（要綱第５条） 
　規則第６条第２項に規定する技術的細目は、宅地造成等規制法施行令（昭和３７年政令

第１６号）第二章の規定を準用する。 
 
＜適用除外＞（規則第１０条） 
　次に掲げる工事については、第６条の規定は適用しない。 
（１）　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条の都市計画区域内において行う 
　　　同法第４条１２項に規定する開発行為に係る工事 
（２）　宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３条の宅地造成工事規制区域 
　　　内において行う同法第２条第２号に規定する宅地造成に係る工事 
（３）　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条の地域森林計画の対象となっている 
　　　民有林において行う同法第１０条の２に規定する開発行為に係る工事及び同法第２ 
　　　６条に規定する保安林の指定の解除を伴う工事 
（４）　要綱で定める軽微な工事（⇒以下＜軽微な工事＞を参照） 
 
＜軽微な工事＞（要綱第７条） 
　規則第１０条第１項第４号の要綱で定める軽微な造成行為に関する工事は、次に掲げる

ものとする。 
（１）　造成区域の面積が５００平方メートル未満の工事 
（２）　切土又は盛土の高さが５０センチメートル未満の工事 
 
○造成行為に関して必要な手続き 
　通常の手続きに加えて、事前協議の後に造成行為の事前公開のため、標識を立てて造成

計画の周知を行うこと。 
　また、住民から申し出があれば、説明会を開催し、その結果を市長に報告すること。 
 
＜造成行為の事前公開及び説明会＞（規則第２１条） 
１　事業者又は経営者は、事前協議の後、関係機関と協議し、速やかに造成区域周辺の地

域住民に造成行為に係る計画（以下この条において「造成計画」という。）の周知を図る

ため、当該造成区域の公衆の見やすい場所に、当該造成計画の概要を記載した標識を設置

しなければならない。ただし、第４条第１項第３号の規定に該当するときは、この限りで

はない。 



２　事業者又は経営者は、造成区域周辺の地域住民から申し出があった場合は、造成計画

の内容について当該地域住民に対して説明会を開催し、当該造成計画に関し理解を得るよ

うに努めなければならない。ただし、第４条第１項第３号の規定に該当するときは、この

限りではない。 
３　事業者又は経営者は、前項の規定による説明会を開催したときは、要綱に定めるとこ

ろにより、その旨を市長に報告しなければならない。 
 
＜造成計画の標識及び説明会の報告＞（要綱第１５条） 
１　規則第２１条第１項に規定する標識は、墓地等の造成計画の標識（様式第１９号）に

よるものとする。 
２　規則第２１条第３項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるもの

とする。 
（１）　説明会の開催の日時及び場所 
（２）　出席者の住所及び氏名 
（３）　説明の概要 
（４）　地域住民の意見 
（５）　その他市長が必要と認める事項 
 
 

【注意事項等】 

（１）　墓地を設けようとする土地については、以下の規制等があります。それぞれの手

続きが必要になりますので、ご確認ください。 
　　　　なお、経営許可などの手続きは、こうした規制等について許認可等を受けた場合 
　　　に受け付けをします。 
　　　①　都市計画法 
　　　②　宅地造成等規制法 
　　　③　森林法 
　　　④　ふるさと島根の景観づくり条例 
　　　⑤　国土利用計画法 
　　　⑥　農地法 
　　　⑦　農業振興地域の整備に関する法律 
　　　⑧　自然公園法 
　　　⑨　建築基準法 
　　　⑩　文化財保護法 
　　　⑪　雲南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する規則 



 
【問合せ先】 
　〒６９９－１３９２ 
　　島根県雲南市木次町里方５２１番地１ 
　　　雲南市市民環境部環境政策課 
　　　　電話　０８５４－４０－１０３３　　FAX　０８５４－４０－１０３９ 


